
ＬＰガス事業者の皆様へ

【ＬＰガス保安】梅⾬期及び台⾵期における災害に備えた体制構築について

〇水害等による大規模災害に備え、容器転倒・転落・流出防止の鎖又はベルト等の二重掛け、
ベルト等に緩みがないようにする設置の推進や、新設又は取り替え時等におけるガス放出
防止型高圧ホース等の設置、鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置、
容器プロテクター掛けの徹底をお願いします。

〇特に、自治体において発表されているハザードマップを確認・把握し、津波、河川氾濫等に
よる浸水、水害の恐れがある地域に所在するＬＰガス消費者世帯については、
大規模水害によるガス容器の流出防止に備えた対策を重点的に講じてください。

〇「ＬＰガス災害対策マニュアル」等を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的
な取組について、着実に実施いただきますようお願いします。
※「ＬＰガス災害対策マニュアル」（令和３年３月 経済産業省・高圧ガス保安協会）

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/file_itakujigyou/2020_7_s.pdf

〇ＬＰガス容器は、鎖又はベルト等で、容易に転倒しないように固定されているかご確認ください。

〇付近の設置物が、強風等で飛んでＬＰガス容器、バルブ、配管等に当たることがないよう、
それらの物を屋内にしまうなどの対策をお願いします。

〇ガスの漏えい、容器の流出等に備え、緊急時の連絡先（ＬＰガス販売店）をご確認ください。
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